
高齢者医療制度への拠出金に対する提言

・ 2025年には、健保組合の被保険者1人当たり
保険料額（65.7万円）のうち、加入者への医療
給付費分は30.3万円、高齢者への拠出金分は
31.2万円となり、拠出金分が加入者分を上回
る見込み。
・ 拠出金の上限を加入者への医療給付費までと
し、これを超える部分（被保険者1人当たり約1
万円）を国庫で負担する仕組みに改革する。

拠出金負担の上限50％
＝加入者への医療給付費を超える
  高齢者への拠出金額を国庫負担とする

加
入
者
へ
の
医
療
給
付
費

（
法
定
給
付
費
）

高
齢
者
へ
の
拠
出
金

負
担
額

高

低

塊
の
世
代
」が
そ
っ
く
り
75
歳
以
上

に
な
る
2
0
2
5
年
度
へ
、健
康
保

険
組
合
連
合
会
が
、そ
の
主
張
と
提
言
を
ま

と
め
た
。「
皆
保
険
」を
守
る
難
し
さ
と
大
事

さ
を
改
め
て
痛
感
さ
せ
る
内
容
だ
。

 

仕
送
り
の
限
界
は「
30
％
」

　

健
保
連
の
推
計
で
は
国
民
医
療
費
は
15
年

度
の
42
兆
円
か
ら
25
年
度
に
は
1
・
4
倍
の

58
兆
円
に
増
え
る
。と
り
わ
け
75
歳
以
上
の

医
療
費
は
15
兆
円
か
ら
25
兆
円
へ
1
・
7
倍

に
膨
ら
む
。

　

必
然
的
に
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
支

援
金
、前
期
高
齢
者
医
療
費
に
対
す
る
納
付

金
等
の
拠
出
金
も
急
上
昇
し
、25
年
度
に
は
、

い
わ
ば
仕
送
り
分
が
自
前
の
生
計
費
を
上
回

る（
平
均
の
拠
出
金
割
合
50
・
7
％
）。全
体
の

6
割
強
に
あ
た
る
8
7
0
組
合
が
50
％
を
超

え
る
。

　

こ
の
近
未
来
へ
、健
保
連
は「
拠
出
金
の
上

限
を
50
％
に
し
て
、上
限
を
超
え
る
分
は
国

庫
負
担
に
」と
求
め
た（
図
表
参
照
）。

　

組
織
内
で
は「
50
％
限
界
」に
抵
抗
感
が
あ

る
は
ず
だ
が
、世
論
に
も
訴
え
る
背
水
の
陣

を
敷
い
た
の
だ
ろ
う
。た
だ
し
、50
％
超
を
国

費
で
負
担
さ
せ
る
道
筋
は
険
し
い
。

　
「
消
費
増
税
の
配
分
を
見
直
し
、高
齢
者
医

療
へ
の
追
加
財
源
を
」と
求
め
る
が
、安
倍
政

権
は
む
し
ろ
保
育
や
給
付
型
奨
学
金
へ
使
い

道
を
変
え
る
方
針
だ
。

　

ひ
と
つ
の
打
開
策
と
し
て
各
共
済
組
合
と

の
連
携
が
考
え
ら
れ
る
。特
に
賃
金
水
準
の

高
い
国
家
公
務
員
共
済
、地
方
公
務
員
共
済

は
健
保
連
よ
り
早
く
拠
出
金
50
％
超
を
迎
え

「
団
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る
に
違
い
な
い
。政
府
や
自
治
体
も
足
下
に

火
が
つ
い
て
い
る
の
だ
。ま
ず
労
組
レ
ベ
ル

で
の
協
議
か
ら
始
め
て
は
ど
う
か
。

 

窓
口
負
担
と

 
か
か
り
つ
け
医

　

提
言
は
多
岐
に
渡
る
。負
担
面
で
は「
75
歳

以
上
の
患
者
負
担
を
段
階
的
に
2
割
」「
公
的

年
金
等
控
除
の
見
直
し
」、財
源
で
は「
消
費

税
引
き
上
げ
や
税
制
見
直
し
に
よ
る
必
要
な

財
源
確
保
の
長
期
見
通
し
」、医
療
効
率
化
へ

「
医
療
機
能
の
分
化
・
連
携
」「
終
末
期
医
療
の

見
直
し
」「
薬
剤
費
の
伸
び
の
抑
制
」「
保
険
給

付
範
囲
の
見
直
し
」〜
。

　

そ
の
中
で
、「
75
歳
以
上
の
患
者
負
担
2
割
」

と
、大
病
院
志
向
を
改
め
総
合
診
療
専
門
医

を
含
む「
か
か
り
つ
け
医
」普
及
策
と
を
結
び

つ
け
る
方
策
を
進
め
て
は
ど
う
か
。

　

複
数
の
慢
性
期
疾
病
を
抱
え
る
高
齢
者
が

か
か
り
つ
け
医
を
持
つ
の
は
極
め
て
自
然
で

有
効
な
対
応
だ
。か
か
り
つ
け
医
の
定
義
を

固
め
な
が
ら
、直
接
の
病
院
受
診
に
は
患
者

負
担
1
割
を
2
割
に
引
き
上
げ
る
。他
の
年

齢
層
で
も
段
階
的
に
同
様
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ブ
を
導
入
で
き
な
い
か
。

　

現
に
フ
ラ
ン
ス
で
は
、自
分
が
登
録
し
た

一
般
診
療
医
の
受
診
は
患
者
負
担
3
割
だ
が
、

直
接
の
病
院
受
診
は
7
割
に
跳
ね
上
が
る

（
16
歳
以
上
対
象
）。当
初
は
病
院
の
直
接
受

診
は
4
割
負
担
だ
っ
た
が
、09
年
に
7
割
負

担
に
切
り
換
え
た
と
こ
ろ
、か
か
り
つ
け
医

登
録
は
一
気
に
98
％
へ
上
が
っ
た
。

　

さ
ら
に
外
来
の
報
酬
は
基
本
的
に
定
額
払

い
で
あ
る
。た
だ
し
、単
純
な
人
頭
払
い
で
は

な
く
、検
診
、カ
ル
テ
管
理
、80
歳
以
上
や
小

児
ら
の
診
察
、退
院
直
後
の
対
応
、緊
急
往
診

等
に
様
々
な
加
算
を
設
け
る
。

　

日
本
で
も
フ
リ
ー
ア
ク
セ
ス
の
利
点
を
維

持
し
な
が
ら
病
院
志
向
や
外
来
の
出
来
高
払

い
に
メ
ス
を
入
れ
る
時
期
だ
。

 

日
本
の
医
療
費
は

 

高
い
の
か

　

危
機
感
を
深
め
、改
革
・
改
善
策
を
打
ち
出

し
た
労
作
だ
が
、気
が
か
り
な
点
も
あ
る
。

　

現
状
認
識
の
ひ
と
つ
と
し
て
紹
介
さ
れ
た

「
O
E
C
D 

諸
国
の
保
健
医
療
費
支
出
の
対

G
D
P
費
」（
14
年
）の
資
料
で
あ
る
。日
本
の

保
健
医
療
費
支
出
の
G
D
P
比
は
11
・
4
％

で
、1
位
は
米
国（
16
・
6
％
）、2
位
の
ス
イ

ス（
11
・
4
％
）と
並
ぶ
第
3
位
で
あ
る
。

　

だ
が
、順
位
の
急
上
昇
は
統
計
方
法
の
変

更
に
あ
る
。旧
基
準
と
は
異
な
り
、新
基
準
で

は
長
期
医
療（
保
健
）サ
ー
ビ
ス
に
日
本
の
介

■
宮
武  

剛
（
み
や
た
け
・
ご
う
）

毎
日
新
聞
社
・
論
説
副
委
員
長
、埼
玉
県
立
大
学
、目
白
大
学
・
大
学
院
の

教
授
を
経
て
、一
般
財
団
法
人
日
本
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
振
興
会
理
事

長
。財
務
省「
財
政
制
度
等
審
議
会
」委
員
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ「
福
祉
フ
ォ
ー
ラ
ム
・

ジ
ャ
パ
ン
」会
長
も
務
め
る
。

護
サ
ー
ビ
ス
の
多
く
が
追
加
さ
れ
た
。介
護

予
防
を
除
く
大
半
の
在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
、

施
設
で
も
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
経
費
が

入
っ
た（
旧
基
準
の
16
種
か
ら
新
基
準
で
は

38
種
）。

　

新
基
準
の
統
計
を
ま
と
め
た
医
療
経
済
研

究
機
構
に
よ
る
と
、他
国
が
同
様
に
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
加
え
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
、旧
基

準
な
ら
日
本
は
10
・
1
％
、第
10
位
と
説
明
し

て
い
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
、こ
の
順
位
に
は
医
療
費
膨

張
の
主
因
で
あ
る
各
国
の
高
齢
化
率
の
差
は

勘
案
さ
れ
て
い
な
い
。

　

主
要
7
カ
国
の
高
齢
化
率
の
違
い
を
補
正

し
た
場
合
、高
齢
化
ト
ッ
プ
の
日
本
の
医
療

費
の
対
G
D
P
比
は
最
低
の
英
国
に
次
ぐ
低

さ
と
の
研
究
結
果
が
あ
る（
柿
原
浩
明
ら「
医

療
費
の
真
の
国
際
比
較
」、週
刊
社
会
保
障
16

年
8
月
1
日
号
）。

　

提
言
者
は
、統
計
値
の
問
題
点
を
重
々
承

知
と
は
思
う
が
、読
み
手
に
対
し
て
も
統
計

値
の
意
味
を
十
分
に
伝
え
る
必
要
が
あ
る
。
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